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墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 保険料率の改定 

（１）第６期介護保険事業計画期間の基準保険料率の改定 

ア 基準保険料額は、６４，８００円とする。 

イ 基準額及び各段階の保険料率は、現行の特例措置として条例付則で定めている

額と同額とした。 

＊裏面「保険料率一覧表」参照 

（２）保険料所得段階の整理統合 

以下の改正を行い、現在の１２段階１４区分から１３段階１３区分に変更する。 

ア 旧第１段階と旧第２段階を統合し、第１段階とする。 

イ 基準額の所得段階は、旧第４段階から第５段階に変更する。 

ウ 特例措置として設けられていた特例第３段階及び特例第４段階の名称を廃止

し、それぞれ第２段階、第４段階とする。 

＊裏面「保険料率一覧表 被保険者の区分欄」参照 

 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業（別紙参照）等に関する経過措置 

 全国一律の基準で定められていた介護予防の訪問介護及び通所介護を、地域の実

情に応じて区市町村が実施できるよう、「地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（平成２６年法律第８３号）

が定められた。 

  同法の施行日は、平成２７年４月１日となっている。 

  ただし、実施が困難な区市町村は、条例に定めれば開始を猶予できる規定（同法

附則第１４条第１項）があるため、本区では開始を１年間猶予し、平成２８年４月

１日開始とする。 

 

３ 介護保険料の減免申請期限の特例 

減免に係る申請を期限までに行うことができない場合に区長がやむを得ない事

情があると認めたときは、当該期限後に減免申請することができることとする。 

 

４ 施行期日 

  平成２７年４月１日  



保険料率一覧表 

（上段＝年額、下段＝月額・月額は年額保険料÷12月で算定したものであり実際の保険料月額とは異なる）  

被保険者の区分 
現   行 改 正 案 

保険料率(本則) 
特例措置による
保険料率(付則) 

保険料率 
（H27～H29） 

第１段階（旧第１・２段階）(割合(※)０．５) 
被保険者が老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が住
民税非課税の者、生活保護法に定める被保護者、被
保険者の世帯員全員が住民税非課税で、公的年金等
の収入金額及び合計所得金額(※)の合計が８０万円
以下の者等 

３２，８５０円 
(2,737円)  

３２，４００円 
(2,700円)  ＊段階を統合    

 
３２，４００円 
(2,700円)  ３２，８５０円 

(2,737円)  
３２，４００円 
(2,700円)  

第２段階（旧特例第３段階）(割合０．６２５) 
被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、公的年金
等の収入金額及び合計所得金額の合計額が８０万円
を超え、１２０万円以下で、第１段階に該当しない
者等 

４１，０６２円 
(3,421円)  

４０，５００円 
(3,375円)  

４０，５００円 
(3,375円)  

第３段階          (割合０．７５) 
被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、第１段階
及び第２段階に該当しない者等 

４９，２７５円 
(4,106円)  

４８，６００円 
(4,050円)  

４８，６００円 
(4,050円)  

第４段階（旧特例第４段階）(割合０．８７５) 
被保険者が住民税非課税で、公的年金等の収入金額
及び合計所得金額の合計が８０万円以下で、第１段
階から第３段階までに該当しない者等 

５７，４８７円 
(4,790円)  

５６，７００円 
(4,725円)  

５６，７００円 
(4,725円)  

第５段階（旧第４段階）   (割合１．００) 
被保険者が住民税非課税で、第１段階から第４段階
までに該当しない者等 

６５，７００円 
(5,475円)  

６４，８００円 
(5,400円)  

６４，８００円 
(5,400円)  

基
準
額 

第６段階（旧第５段階）  (割合１．１２５) 
被保険者の合計所得金額が１２５万円未満で、第１
段階から第５段階までに該当しない者等 

７３，９１２円 
(6,159円)  

７２，９００円 
(6,075円)  

７２，９００円 
(6,075円)  

第７段階（旧第６段階）   (割合１．２５) 
被保険者の合計所得金額が１２５万円以上１９０万
円未満で、第１段階から第６段階までに該当しない
者等 

８２，１２５円 
(6,843円)  

８１，０００円 
(6,750円)  

８１，０００円 
(6,750円)  

第８段階（旧第７段階）   (割合１．５０) 
被保険者の合計所得金額が１９０万円以上２５０万
円未満で、第１段階から第７段階までに該当しない
者等 

９８，５５０円 
(8,212円)  

９７，２００円 
(8,100円)  

９７，２００円 
(8,100円)  

第９段階（旧第８段階）   (割合１．６５) 
被保険者の合計所得金額が２５０万円以上３５０万
円未満で、第１段階から第８段階までに該当しない
者等 

１０８，４０５円 
(9,033円)  

１０６，９２０円 
(8,910円)  

１０６，９２０円 
(8,910円)  

第１０段階（旧第９段階）  (割合１．８５) 
被保険者の合計所得金額が３５０万円以上５００万
円未満で、第１段階から第９段階までに該当しない
者等 

１２１，５４５円 
(10,128円)  

１１９，８８０円 
(9,990円)  

１１９，８８０円 
(9,990円)  

第１１段階（旧第１０段階） (割合２．３０) 
被保険者の合計所得金額が５００万円以上７５０万
円未満で、第１段階から第１０段階までに該当しな
い者等 

１５１，１１０円 
(12,592円)  

１４９，０４０円 
(12,420円)  

１４９，０４０円 
(12,420円)  

第１２段階（旧第１１段階） (割合２．５５) 
被保険者の合計所得金額が７５０万円以上１，０００万
円未満で、第１段階から第１１段階までに該当しない者
等 

１６７，５３５円 
(13,961円)  

１６５，２４０円 
(13,770円)  

１６５，２４０円 
(13,770円)  

第１３段階（旧第１２段階） (割合２．８０) 

第１段階から第１２段階までに該当しない者 

１８３，９６０円 
(15,330円)  

１８１，４４０円 
(15,120円)  

１８１，４４０円 
(15,120円)  

※ 割合…介護保険法施行令第３９条第１項各号に定める割合を標準として区が定める割合 

※ 合計所得金額…地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額 


